５　理事会・総会の運営

総会は、管理組合の最高意思決定機関です。また、理事会は、管理組合の業務執行の具体的意思決定機関として総会決議事項や規約に基づいて日常の業務を執行します。
管理会社にマンション管理業務を委託している場合は、管理会社が受託業務の一環として総会・理事会支援業務を行っています。
しかし、総会および理事会は、管理組合にとって業務執行の根幹となる機関です。
管理会社に任せきりにせず、あくまでも管理組合として主体的に取り組むことが重要です。

（１）理事会

① 理事の役割分担
総会で、新しい理事・監事が選任され、今期の理事会を運営する体制がスタートします。
一般的に、第１回理事会で、理事長、副理事長、会計担当理事などの役職を理事の互選によって選任します。 
なお、役員数が２０名を超える大規模マンションでは、理事会の中に部会を設け、各部会で業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。その場合には、理事長が、各部会の業務を説明したうえで、各理事の参加部会を決定します。
また、常設の専門委員会がある場合には、各専門委員会の役割とメンバーを確認し、必要に応じて新たなメンバーを募集します。
理事会のルールとして「理事会運営細則」を定めておき、人により、あるいは期によって運営方法が変わらないようにすることが大切です。

② 前期からの引継ぎ事項の確認
理事会の運営にとって最も重要視されるのが「継続性」です。そのためには、理事の任期を２年とし、半数改選とすることが望ましいといえますが、１年交代で全員が入れ替わる管理組合が多いのが実態です。１年で理事が全員交代する管理組合では、引継ぎのルールを作っておくことが大変重要です。

③ 事業計画・事業予算の確認
総会で決議された事業計画・事業予算が今期において取組む事業の内容になります。
不明な点は、前期担当理事に確認し、最初の理事会で、この１年間で、何をするかをしっかり把握し、実施のためのスケジュールを立てます。

④ 定期的な理事会開催
理事会では、管理組合の日常運営や、総会に提案する議案を検討します。
なお、理事会単独で決定することができない計画外の事業や予算変更を要する事業を当期に実施する場合には、臨時総会を開催して承認を得る必要があります。

⑤ その他
・ 通常総会で報告された決算報告書で、管理費・修繕積立金の滞納の有無を把握します。滞納者がある場合は、管理会社による督促の状況を聴取し、滞納が長期化している場合は、法的手段等による対応を協議します。
・ 長期修繕計画における当期の実施計画の有無を確認します。
また、計画最終年次の収支が黒字となっていない場合、前回計画作成時点から５年以上経過している場合には、計画の見直しを検討します。

[bookmark: _Hlk209311053]

⑥ 保管・閲覧対象資料
標準管理規約において、理事長が保管し閲覧の請求に応じなければならないとしているのは以下の書類です。各自の管理規約と比較し、該当の書類が保管されていることを現物で確認する必要があります。
	[bookmark: _Hlk209311010]保管書類
	保管場所の掲示*1
	閲覧の
理由
	閲覧請求権者

	総会
	総会議事録
	◯
	
	組合員、利害関係人

	
	書面決議（電磁的記録）
	◯
	
	組合員、利害関係人

	
	総会資料（議案書、付随する資料）
	
	◯
	組合員、利害関係人

	規約
	規約原本
	◯
	
	区分所有者*3、利害関係人

	
	使用細則、細則
	◯
	
	区分所有者*3、利害関係人

	理事かい会
	理事会議事録
	
	
	組合員、利害関係人

	
	理事会資料
	
	◯
	組合員、利害関係人

	帳票類
	会計帳簿、什器備品台帳等
	
	◯
	組合員、利害関係人

	
	組合員名簿、居住者名簿
	
	◎*2
	組合員

	修繕
	長期修繕計画書
	
	〇
	組合員、利害関係人

	
	設計図書
	
	〇
	組合員、利害関係人

	
	修繕履歴情報
	
	〇
	組合員、利害関係人


[bookmark: _Hlk209312048]*1 保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。（〇以外は不要）
*2 ◎は「相当の理由」が必要、〇は理由が「必要」です。（◎、◯以外は理由不要）
　 *3「区分所有者」は、実質的に組合員と同じです。根拠規定に応じて書き分けています。

（２）総会

① 総会の準備
総会には、毎年決まった時期に開催される通常総会と必要なときに招集する臨時総会があります。
標準管理規約では、通常総会の開催を新会計年度開始以後２か月以内としています。
通常総会では、前会計年度の事業報告と決算報告を行い、承認を受けます。同時に当年度の事業計画や予算が決議されます。
その他、管理規約の改正や共用部分の重大な変更があれば、特別決議事項として審議します。
また、当期の役員も定期総会で選任されます。
通常総会に付議する事項について、理事会において事前にスケジュールを立てて準備し、通知する議案の内容、要領等を分かりやすく整理する必要があります。
これは、総会に出席できないため書面決議で参加する組合員にも配慮した内容にすることが大切です。

② 総会の招集
 総会の招集通知は、区分所有法では、総会の日より少なくとも１週間前までとし、規約で伸長することはできますが短縮することはできません。標準管理規約では２週間前（会議の目的が建替え決議、建物更新決議等の場合は２か月前）までに発することとしています。
また、この通知には、議題の名称だけではなく、組合員が議案への賛否を検討できる程度に決議する内容の案を要約したものを示すことが必要です。
　なお、建替え決議等以外の場合は、緊急時には理事会の承認を得て、５日まで短縮できます。
総会の招集は原則として理事長が行いますが、一般の組合員も組合員総数の1/5以上で議決権総数の1/5以上の組合員の同意があれば、理事長に対して、総会招集を請求できます。それでも理事長が招集しない場合は、請求した区分所有者が自ら総会を招集できます。
なお、この1/5以上は、規約によって減ずることができます。

③ 定足数と決議要件
標準管理規約では、総会の定足数と決議要件は、下表のとおりとなっています。
	決　議
	定足数　*1
	決議要件 *1
	事　　　　例

	普通決議
	議決権総数の過半数
	出席組合員の議決権の過半数
	・理事・監事の選任
・共用部分の軽微変更
・重大変更を伴わない大規模修繕工事
・管理計画の認定申請
・管理費・修繕積立金の変更

	特別決議
	組合員総数・議決権総数の各過半数
	出席組合員及びその議決権の各2/3以上
	・耐震化やバリアフリー化による共用部分の変更等(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰのないマンションにｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置する等)
・建物の一部が大規模滅失した場合の復旧

	
	
	出席組合員及びその議決権の各3/4以上
	・共用部分の重大変更（バリアフリー化による共用部分の変更等を除く）
・規約の制定・変更・廃止
・管理組合法人の設立・解散
・管理組合法人の土地取得
・共同利益背反行為の訴訟の提起

	
	議決権総数の過半数
	全組合員及びその議決権の各3/4以上
	・要除却マンション*2の建替え

	
	
	全組合員及びその議決権の各4/5以上
	・要除却マンション以外の建替え
・建物更新
・取壊し

	
	
	全組合員、その議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上
	・建物敷地売却
・建物取壊し敷地売却



＊1 裁判所が認定した所在等不明区分所有者は、定足数及び決議要件の全ての分母から除外
    することができます。
 *2 「要除却マンション」とは、マンション再生法第163条の56に定めるところにより、耐震性不足や外壁剥落の危険など、一定の基準により除却認定を受けたマンションをいいます。

　管理組合の総会には、多くの組合員が出席することが望まれます。
　総会の議事では、書面決議や代理人による議決権の行使を認めていますが、総会における質疑、意見交換を踏まえて意思決定を行うことが大切です。
　特に、2025年の区分所有法の改正によって、特別決議事項が出席者を対象とした多数決に変更されたことから、その重要性は一層高まりました。
　総会に出席しやすい日時、場所の設定等に配慮するとともに、通知する議案の要領については、書面決議の可否判断の材料として充分な内容とする必要があります。



